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(57)【要約】
【課題】ＱｏＳ要求を受信した基地局が自局および他局
のＱｏＳリソースを考慮して、ＱｏＳを要求した無線通
信端末に適切な基地局を割り当てることにより、高レー
トのＱｏＳを確立させるようにした通信制御装置、無線
通信端末および通信制御方法を提供する。
【解決手段】本発明の基地局１００は、無線通信端末か
ら受信したＱｏＳの設定要求に応じてＱｏＳリソースを
割り当てるＱｏＳリソース割当部１５０ａと、割り当て
たＱｏＳリソースを管理するＱｏＳリソース管理部１５
０ｂと、新たにＱｏＳの設定要求を受信した際に、Ｑｏ
Ｓリソース管理部１５０ｂが管理しているＱｏＳリソー
スに基づいて、当該ＱｏＳの設定要求に対するＱｏＳリ
ソースの割当が十分でないと判断した場合、当該ＱｏＳ
の設定要求に対してＱｏＳの割当が十分可能な他の基地
局または他のセクタへ前記無線通信端末がハンドオフす
るように制御するハンドオフ制御部１５０ｃとを備える
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信端末からＱｏＳの設定要求を受信して、該ＱｏＳの設定要求に応じてＱｏＳリ
ソースを割り当てるＱｏＳリソース割当手段と、
　前記ＱｏＳリソース割当手段が割り当てているＱｏＳリソースを管理するＱｏＳリソー
ス管理手段と、
　新たに無線通信端末からＱｏＳの設定要求を受信した際に、前記ＱｏＳリソース管理手
段が管理しているＱｏＳリソースに基づいて、当該ＱｏＳの設定要求に対するＱｏＳリソ
ースの割当が十分でないと判断した場合、当該ＱｏＳの設定要求に対してＱｏＳの割当が
十分可能な他の基地局または他のセクタへ前記無線通信端末がハンドオフするように制御
する制御手段と、を備えることを特徴とする通信制御装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、ＱｏＳリソースが所定の閾値を超えている基地局またはセクタへハン
ドオフするように制御することを特徴とする請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、当該ＱｏＳの設定要求に対してＱｏＳの割当が十分可能な他の基地局
または他のセクタであって、ハンドオフ元の基地局から距離が近い基地局またはハンドオ
フ元のセクタから距離が近いセクタへハンドオフするように制御することを特徴とする請
求項１に記載の通信制御装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、ハンドオフ先の基地局またはセクタからハンドオフ成功の通知が行わ
れるまで接続状態を保持しておくように制御することを特徴とする請求項１～３の何れか
１項に記載の通信制御装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、他の基地局または他のセクタへハンドオフさせた無線通信端末からＱ
ｏＳの設定要求を受信した場合、可能な範囲でＱｏＳリソースを割り当てるか、あるいは
、ＱｏＳリソースを割り当てないで接続を許可することを特徴とする請求項１～４の何れ
か１項に記載の通信制御装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、ＱｏＳリソースを割り当てないで接続を許可した無線通信端末に対し
て、ＱｏＳリソースが空いたときに優先的にＱｏＳリソースを割り当てることを特徴とす
る請求項５に記載の通信制御装置。
【請求項７】
　接続中の基地局に対してＱｏＳの設定要求を送出するＱｏＳ要求手段と、
　該ＱｏＳ要求手段によるＱｏＳの設定要求に応じて他の基地局または他のセクタへハン
ドオフするように通知された場合、該通知に基づいて指定された基地局またはセクタへハ
ンドオフするハンドオフ手段と、
　該ハンドオフ手段によりハンドオフした指定された基地局またはセクタに対してＱｏＳ
の設定要求を送出した結果、当該ＱｏＳの設定要求が指定された基地局またはセクタに受
け入れられなかった場合、ハンドオフ元の基地局に対して再度ＱｏＳの設定要求を送出す
るように制御する制御手段と、を備えることを特徴とする無線通信端末。
【請求項８】
　無線通信端末からＱｏＳの設定要求を受信した基地局において、該ＱｏＳの設定要求に
応じてＱｏＳリソースを割り当て、
　前記基地局において割り当てているＱｏＳリソースを管理し、
　新たに無線通信端末からＱｏＳの設定要求を受信した際に、前記管理しているＱｏＳリ
ソースに基づいて、当該ＱｏＳの設定要求に対するＱｏＳリソースの割当が十分でないと
判断した場合、当該ＱｏＳの設定要求に対してＱｏＳの割当が十分可能な他の基地局また
は他のセクタへ前記無線通信端末がハンドオフするように制御することを特徴とする通信
制御方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＱｏＳ（Quality of Service）通信を行うことが可能な通信制御装置および
無線通信端末、ならびに、通信制御装置と無線通信端末との間でＱｏＳ通信を行うことが
可能な通信制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＤＭＡ(Code Division Multiple Access）方式を用いた移動体通信システムでは、Ｉ
Ｐ－ＴＶ電話等のアプリケーションにおいて送受信される動画像データを含むデータ伝送
の方式として、一般的に、複数の方式が採用および導入されている。
　例えば、ＣＤＭＡ２０００では、データ伝送の方式として、回線交換を用いる通信方式
（ＣＤＭＡ２０００　１ｘ）、パケット交換方式を用いて、上り方向：１５３．６ｋｂｐ
ｓ、下り方向：約２．４Ｍｂｐｓのデータレート（伝送速度）を実現する通信方式（ＣＤ
ＭＡ２０００　１ｘ　ＥＶ－ＤＯ　Ｒｅｖ．０）および、前記Ｒｅｖ．０の通信方式をさ
らに高速化して、上り方向：約１．８Ｍｂｐｓ、下り方向：約３．１Ｍｂｐｓのデータレ
ート（伝送速度）を実現する通信方式（ＣＤＭＡ２０００　１ｘ　ＥＶ－ＤＯ　Ｒｅｖ．
Ａ）が規定されている（例えば非特許文献１および非特許文献２参照）。
　また、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ　ＥＶ－ＤＯ　Ｒｅｖ．Ａのもう１つの特徴として、Ｑ
ｏＳ（Quality of Service）を制御する機能が追加されたことが挙げられる。
【０００３】
　上記ＣＤＭＡ２０００　１ｘ　ＥＶ－ＤＯ　Ｒｅｖ．ＡのＱｏＳ技術においては、無線
通信端末（ＡＴ；Access Terminal ）からＱｏＳ要求を受けた基地局（ＡＮ；Access Net
work）は、無線通信端末のＱｏＳ要求レートに従い、当該無線通信端末のためにＱｏＳ確
保を試みる。その際、ＱｏＳ確保ができるか否かは、当該基地局のＱｏＳリソースの量（
残量）に依存する。そのため、以下の２通りのケースが考えられる。第１に、当該基地局
のＱｏＳリソースの残量がある場合には、要求ＱｏＳレートに応じて最高レートを割り当
てることになる。第２に、当該基地局のＱｏＳリソースの残量が足りない場合には、要求
ＱｏＳレートよりも低いＱｏＳレートを割り当てることになる。以下、基地局のＱｏＳリ
ソースの残量がある具体例を用いて、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ　ＥＶ－ＤＯ　Ｒｅｖ．Ａ
のＱｏＳの技術を説明する。
【０００４】
　上記技術の例１では、図１４（ａ）に示すように、通信開始前には、基地局は、ＱｏＳ
通信中の無線通信端末（以下、端末ともいう）が無いため、ＱｏＳリソースは全て余って
いものとする。図１４（ｂ）に示す端末によるＱｏＳ要求時に、基地局は、高レート分の
ＱｏＳリソースが割当可能か否かを判定し、図１４（ｃ）に示すＱｏＳ確立時には、高レ
ート分のＱｏＳリソースを確保できるため、当該端末に高ＱｏＳレートを割り当てること
になるが、当該基地局においては高レート割当分のＱｏＳリソースが減少する。
　上記技術の例２では、図１５のシーケンス図に示すように、無線通信端末（ＡＴ）およ
び基地局（ＡＮα）の間で接続（コネクション）確立がなされた後、無線通信端末（ＡＴ
）から基地局（ＡＮα）にアトリビュートアップデート要求メッセージ（AttributeUpdat
eRequest Msg）（Profile ID= 高レート、低レート）が送出され、それを受信した基地局
（ＡＮα）は、ＱｏＳ割当判定を行い、基地局（ＡＮα）は高レート割当可能であるため
、高レートを割り当てることを決定して、アトリビュートアップデート受諾メッセージ（
AttributeUpdateAccept Msg ）およびアトリビュートアップデート要求メッセージ（Attr
ibuteUpdateAccept Msg ）（Profile ID= 高レート）を無線通信端末に送出し、それを受
信した無線通信端末は、アトリビュートアップデート受諾メッセージ（AttributeUpdateA
ccept Msg ）を基地局（ＡＮα）に返送する。以上の４つのメッセージのやり取りによっ
てＱｏＳパラメータの割当が行われ、無線通信端末（ＡＴ）および基地局（ＡＮα）の間
でＱｏＳ確立がなされることになる。
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【０００５】
【非特許文献１】”cdma2000 High Rate Packet Data Air Interface 3GPP2 C.S0024 Ver
sion 4.0”、３ＧＰＰ２、２００２年１０月（Section 8.5.6.1、Section 9.3.1.3.2.3.2
）
【非特許文献２】”cdma2000 High Rate Packet Data Air Interface 3GPP2 C.S0024-A V
ersion 2.0”、３ＧＰＰ２、２００５年７月（Section 13.2.1.3.1.1、Section 13.3.1.3
.1.1）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＣＤＭＡ２０００　１ｘ　ＥＶ－ＤＯ　Ｒｅｖ．ＡのＱｏＳの上記技術では、無線通信
端末（ＡＴ）からＱｏＳ要求を受けた基地局がＱｏＳ確保を行うため、他の基地局であれ
ば高レートで通信できる状況であるにも拘わらず、当該基地局によって低レートのＱｏＳ
が割り当てられたり、ＱｏＳが全く保証されない場合が生じる。そのような場合、通信の
遅延やデータ量の低下やパケットロスなどが生じてしまい、通信品質が劣化するとともに
、基地局側のＱｏＳリソースを有効に利用できないという問題が生じる。以下、具体例を
用いて、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ　ＥＶ－ＤＯ　Ｒｅｖ．ＡのＱｏＳの上記技術の問題点
を説明する。
【０００７】
　図１６（ａ）に示すように、基地局（ＡＮβ）はＱｏＳ通信中の無線通信端末が無いた
めＱｏＳリソースは全て余っている。一方、基地局（ＡＮα）はＱｏＳ通信中の無線通信
端末が多数あるためＱｏＳリソースの空きが少ない。新たに無線通信端末からＱｏＳ要求
を受信した基地局（ＡＮα）は、高レート分のＱｏＳリソースが割当可能か否かを判定し
、高レート分のＱｏＳリソースは割り当てできないと判定する（図１６（ｂ））。つまり
、基地局（ＡＮα）は自局周辺に高レートのＱｏＳリソースが割当可能な基地局（ＡＮβ
）が存在することを認識できない。
【０００８】
　図１７に示すように、基地局（ＡＮβ）はＱｏＳ通信中の無線通信端末が無いためＱｏ
Ｓリソースは全て余っている。一方、基地局（ＡＮα）はＱｏＳ通信中の無線通信端末が
多数あるためＱｏＳリソースの空きが少ない。新たにＱｏＳ要求を受信した基地局（ＡＮ
α）は、自局において高レート分のＱｏＳリソースが割当可能か否かを判定し、高レート
分のＱｏＳリソースを確保できないため、基地局（ＡＮβ）にハンドオフすれば高レート
のＱｏＳリソースが割当可能であるにも拘わらず、当該無線通信端末に低レートのＱｏＳ
を割り当る。この場合、基地局（ＡＮβ）のＱｏＳリソースが有効利用されないことにな
る。
　図１８のシーケンス図を用いてさらに詳しく説明する。無線通信端末（ＡＴ）および基
地局（ＡＮα）の間で接続（コネクション）確立がなされた後、無線通信端末（ＡＴ）か
ら基地局（ＡＮα）にアトリビュートアップデート要求メッセージ（AttributeUpdateReq
uest Msg）（Profile ID= 高レート、低レート）が送出され、それを受信した基地局（Ａ
Ｎα）は、ＱｏＳ割当判定を行い、基地局（ＡＮα）は高レート割当は不可能であるが低
レート割当は可能であるため、低レートを割り当てることを決定して、アトリビュートア
ップデート受諾メッセージ（AttributeUpdateAccept Msg ）およびアトリビュートアップ
デート要求メッセージ（AttributeUpdateAccept Msg ）（Profile ID= 低レート）を無線
通信端末に送出し、それを受信した無線通信端末は、アトリビュートアップデート受諾メ
ッセージ（AttributeUpdateAccept Msg ）を基地局（ＡＮα）に返送する。以上の４つの
メッセージのやり取りによってＱｏＳパラメータの割当が行われ、無線通信端末（ＡＴ）
および基地局（ＡＮα）の間で低レートでのＱｏＳ確立がなされてしまうことになる。
【０００９】
　本発明は、ＱｏＳ要求を受信した基地局が自局および他局のＱｏＳリソースを考慮して
、ＱｏＳを要求した無線通信端末に適切な基地局を割り当てることにより、高レートのＱ
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ｏＳを確立させるようにした通信制御装置を提供することを第１の目的とする。
　本発明は、基地局が自局および他局のＱｏＳリソースを考慮した基地局から、ＱｏＳ要
求の際に、適切な基地局を通知されることにより、高レートのＱｏＳを確立させるように
した無線通信端末を提供することを第２の目的とする。
　本発明は、ＱｏＳ要求を受信した基地局が自局および他局のＱｏＳリソースを考慮して
、ＱｏＳを要求した無線通信端末に適切な基地局を割り当てることにより、高レートのＱ
ｏＳを確立させるとともにＱｏＳリソースを有効利用するようにした通信制御方法を提供
することを第３の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記第１の目的を達成するため、請求項１に係る通信制御装置は、無線通信端末からＱ
ｏＳの設定要求を受信して、該ＱｏＳの設定要求に応じてＱｏＳリソースを割り当てるＱ
ｏＳリソース割当手段と、前記ＱｏＳリソース割当手段が割り当てているＱｏＳリソース
を管理するＱｏＳリソース管理手段と、新たに無線通信端末からＱｏＳの設定要求を受信
した際に、前記ＱｏＳリソース管理手段が管理しているＱｏＳリソースに基づいて、当該
ＱｏＳの設定要求に対するＱｏＳリソースの割当が十分でないと判断した場合、当該Ｑｏ
Ｓの設定要求に対してＱｏＳの割当が十分可能な他の基地局または他のセクタへ前記無線
通信端末がハンドオフするように制御する制御手段と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　前記制御手段は、ＱｏＳリソースが所定の閾値を超えている基地局またはセクタへハン
ドオフするように制御することが、通信制御装置を提供する上で好ましい。
【００１２】
　前記制御手段は、当該ＱｏＳの設定要求に対してＱｏＳの割当が十分可能な他の基地局
または他のセクタであって、ハンドオフ元の基地局から距離が近い基地局またはハンドオ
フ元のセクタから距離が近いセクタへハンドオフするように制御することが、通信制御装
置を提供する上で好ましい。
【００１３】
　前記制御手段は、ハンドオフ先の基地局またはハンドオフ先のセクタからハンドオフ成
功の通知が行われるまで接続状態を保持しておくように制御することが、通信制御装置を
提供する上で好ましい。
【００１４】
　前記制御手段は、他の基地局または他のセクタへハンドオフさせた無線通信端末からＱ
ｏＳの設定要求を受信した場合、可能な範囲でＱｏＳリソースを割り当てるか、あるいは
、ＱｏＳリソースを割り当てないで接続を許可することが、通信制御装置を提供する上で
好ましい。
【００１５】
　前記制御手段は、ＱｏＳリソースを割り当てないで接続を許可した無線通信端末に対し
て、ＱｏＳリソースが空いたときに優先的にＱｏＳリソースを割り当てることが、通信制
御装置を提供する上で好ましい。
【００１６】
　上記第２の目的を達成するため、請求項７に係る無線通信端末は、接続中の基地局に対
してＱｏＳの設定要求を送出するＱｏＳ要求手段と、該ＱｏＳ要求手段によるＱｏＳの設
定要求に応じて他の基地局または他のセクタへハンドオフするように通知された場合、該
通知に基づいて指定された基地局またはセクタへハンドオフするハンドオフ手段と、該ハ
ンドオフ手段によりハンドオフした指定された基地局またはセクタに対してＱｏＳの設定
要求を送出した結果、当該ＱｏＳの設定要求が指定された基地局またはセクタに受け入れ
られなかった場合、ハンドオフ元の基地局に対して再度ＱｏＳの設定要求を送出するよう
に制御する制御手段と、を備えることを特徴とする。
【００１７】
　上記第３の目的を達成するため、請求項８に係る通信制御方法は、無線通信端末からＱ
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ｏＳの設定要求を受信した基地局において、該ＱｏＳの設定要求に応じてＱｏＳリソース
を割り当て、前記基地局において割り当てているＱｏＳリソースを管理し、新たに無線通
信端末からＱｏＳの設定要求を受信した際に、前記管理しているＱｏＳリソースに基づい
て、当該ＱｏＳの設定要求に対するＱｏＳリソースの割当が十分でないと判断した場合、
当該ＱｏＳの設定要求に対してＱｏＳの割当が十分可能な他の基地局または他のセクタへ
前記無線通信端末がハンドオフするように制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、ＱｏＳ要求を受信した基地局が自局および他局のＱｏＳリソースを考
慮して、ＱｏＳを要求した無線通信端末に適切な基地局を割り当てるので、高レートのＱ
ｏＳを確立させるとともにＱｏＳリソースを有効利用するようにした通信制御装置、無線
通信端末および通信制御方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を図面に基づき詳細に説明する。図１は本発
明の第１実施形態の移動体通信システムに用いる基地局１００の構成を例示するブロック
図である。本実施形態の基地局１００は、アンテナ１１０を介して、ＣＤＭＡ２０００　
１ｘ　ＥＶ－ＤＯの通信方式（以下、ＥＶ－ＤＯシステムという）に対応するデータ通信
を行い得るように構成されており、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ　ＥＶ－ＤＯの通信方式に関
しては、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ　ＥＶ－ＤＯ　Ｒｅｖ．０およびＣＤＭＡ２０００　１
ｘ　ＥＶ－ＤＯ　Ｒｅｖ．Ａの双方に対応しており、あるいは、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ
　ＥＶ－ＤＯ　Ｒｅｖ．Ａのみに対応している。
　なお、図１には、移動体通信システムの構成要素である通信制御装置として基地局を用
いる例を示したが、通信制御装置として基地局制御局（ＰＣＦ：Packet Control Functio
n ）を用いる場合も、以下に説明する基地局の構成および機能に相当するものをＰＣＦに
搭載することにより、基地局において実現している本発明特有の処理（基地局のＱｏＳリ
ソースに基づくハンドオフ処理等）をＰＣＦにおいて実現することができる。なお、基地
局１００は、他の基地局や基地局制御局にも接続可能であり、データ通信を行うことがで
きる。
【００２０】
　本実施形態の基地局１００は、図１に示すように、アンテナ１１０と、ＥＶ－ＤＯ用Ｒ
Ｆ部１３０と、ＲＦ制御部１４０と、システム制御部１５０と、入力部１６０と、表示部
１７０と、システム記憶部１８０等を有している。ＲＦ制御部１４０は、受信部１４０ａ
および送信部１４０ｂを有している。システム制御部１５０は、ＱｏＳリソース割当部１
５０ａと、ＱｏＳリソース管理部１５０ｂと、ハンドオフ制御部１５０ｃとを有している
。システム記憶部１８０は、周辺基地局情報記憶部１８０ａと、基地局ＱｏＳリソース情
報記憶部１８０ｂとを有している。
【００２１】
　上記ＥＶ－ＤＯ用ＲＦ部１３０は、ＥＶ－ＤＯシステムで送信するデータを高周波信号
に変換してアンテナ１１０から送信したり、アンテナ１１０から入力された高周波信号を
データ信号に変換したりするものである。
　上記ＲＦ制御部１４０は、ＥＶ－ＤＯシステムの通信（送受信）を制御したり、アンテ
ナで受信した無線通信端末や他の基地局装置（図示せず）からの電界の強度（ＲＳＳＩ等
）を測定したりするものである。また、ＥＶ－ＤＯ用ＲＦ部１３０から入力されるデータ
信号およびＥＶ－ＤＯ用ＲＦ部１３０へ出力するデータ信号に対応して受信部１４０ａお
よび送信部１４０ｂとして機能する。また、無線通信端末からＱｏＳの設定要求を受信す
る。
【００２２】
　上記システム制御部１５０は、基地局１００の各部を統括して制御する制御部である。
　上記ＱｏＳリソース割当部１５０ａは、無線通信端末からＱｏＳの設定要求を受信して
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、該ＱｏＳの設定要求に応じてＱｏＳリソースを割り当てるものである。
　上記ＱｏＳリソース管理部１５０ｂは、ＱｏＳリソース割当部１５０ａが割り当ててい
るＱｏＳリソースを管理するものである。
　上記ハンドオフ制御部１５０ｃを含むシステム制御部１５０は、新たに無線通信端末か
らＱｏＳの設定要求を受信した際に、ＱｏＳリソース管理部１５０ｂが管理しているＱｏ
Ｓリソースに基づいて、当該ＱｏＳの設定要求に対するＱｏＳリソースの割当が十分でな
いと判断した場合、当該ＱｏＳの設定要求に対してＱｏＳの割当が十分可能な他の基地局
または他のセクタへ前記無線通信端末がハンドオフするように制御するものである。
　上記ハンドオフ制御部１５０ｃはさらに、ＱｏＳリソースが所定の閾値を超えている基
地局またはセクタへハンドオフするように制御する機能（機能１）と、当該ＱｏＳの設定
要求に対してＱｏＳの割当が十分可能な他の基地局または他のセクタであって、ハンドオ
フ元の基地局から距離が近い基地局またはハンドオフ元のセクタから距離が近いセクタへ
ハンドオフするように制御する機能（機能２）と、ハンドオフ先の基地局またはセクタか
らハンドオフ成功の通知が行われるまで接続状態を保持しておくように制御する機能（機
能３）と、他の基地局または他のセクタへハンドオフさせた無線通信端末からＱｏＳの設
定要求を受信した場合、可能な範囲でＱｏＳリソースを割り当てるか、あるいは、ＱｏＳ
リソースを割り当てないで接続を許可する機能（機能４）と、ＱｏＳリソースを割り当て
ないで接続を許可した無線通信端末に対して、ＱｏＳリソースが空いたときに優先的にＱ
ｏＳリソースを割り当てる機能（機能５）とを有している。
【００２３】
　上記入力部１６０は、情報を入力したり、表示部１７０の表示画面に表示された選択肢
の何れかを選択する際に使用するものであり、各種キーおよび各種ボタンを有している。
なお、入力部１６０、表示部１７０は、必要に応じて省略することもできる。
【００２４】
　上記システム記憶部１８０は、ＲＡＭ等のメモリによって構成され、アプリケーション
プログラムや一時的なデータを保存するものである。
　上記周辺基地局情報記憶部１８０ａは、当該基地局の周辺基地局情報を記憶するもので
ある。
　上記基地局ＱｏＳリソース情報記憶部１８０ｂは、自局および周辺基地局のＱｏＳリソ
ースに関する情報を当該基地局と関連付けた自局及び周辺基地局ＱｏＳリソース状況テー
ブル（後述する図４参照）を記憶するものである。なお、通信制御装置としてＰＣＦを用
いる場合には、周辺基地局ＱｏＳリソース状況テーブルの代わりに基地局ＱｏＳリソース
状況テーブル（後述する図５参照）を記憶するものとする。
【００２５】
　本実施形態の無線通信端末２００は、図２に示すように、アンテナ２１０と、ＥＶ－Ｄ
Ｏ用ＲＦ部２３０と、ＲＦ制御部２４０と、システム制御部２５０と、入力部２６０と、
表示部２７０と、システム記憶部２８０等を有しており、ＲＦ制御部２４０は、受信部２
４０ａおよび送信部２４０ｂを有している。また、システム制御部２５０は、図２に示す
ように、ＱｏＳ設定要求部２５０ａと、ハンドオフ制御部２５０ｂと、ＱｏＳ再設定要求
部２５０ｃとを有している。
【００２６】
　上記ＥＶ－ＤＯ用ＲＦ部２３０は、ＥＶ－ＤＯシステムで送信するデータを高周波信号
に変換してアンテナ２１０から送信したり、アンテナ２１０から入力された高周波信号を
データに変換したりするものである。
　上記ＲＦ制御部２４０は、ＥＶ－ＤＯシステムの通信（送受信）を制御したり、アンテ
ナ２１０で受信した基地局（図示せず）からの電界強度（ＲＳＳＩ等）を測定したりする
ものである。また、ＥＶ－ＤＯ用ＲＦ部２３０から入力されるデータ信号およびＥＶ－Ｄ
Ｏ用ＲＦ部２３０へ出力するデータ信号に対応して受信部２４０ａおよび送信部２４０ｂ
として機能する。
【００２７】
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　上記システム制御部２５０は、無線通信端末２００の各部を統括して制御する制御部で
ある。
　上記ＱｏＳ設定要求部２５０ａは、接続中の基地局に対してＱｏＳの設定要求を送出す
るものである。
　上記ハンドオフ制御部２５０ｂは、ＱｏＳ設定要求部２５０ａによるＱｏＳの設定要求
に応じて他の基地局または他のセクタへハンドオフするように通知された場合、該通知に
基づいて指定された基地局またはセクタへハンドオフするように制御するものである。
　上記ＱｏＳ再設定要求部２５０ｃは、ハンドオフ制御部２５０ｂによりハンドオフした
指定された基地局またはセクタに対してＱｏＳの設定要求を送出した結果、当該ＱｏＳの
設定要求が指定された基地局またはセクタに受け入れられなかった場合、ハンドオフ元の
基地局に対して再度ＱｏＳの設定要求を送出するように制御するものである。
【００２８】
　上記入力部２６０は、情報を入力したり、表示部２７０の表示画面に表示された選択肢
の何れかを選択する際に使用するものであり、各種キーおよび各種ボタンを有している。
なお、入力部２６０、表示部２７０は、必要に応じて省略することもできる。
　上記システム記憶部２８０は、ＲＡＭ等のメモリによって構成され、アプリケーション
プログラムや一時的なデータを保存するものである。
【００２９】
　次に、本実施形態の移動体通信システムにおいて無線通信端末との間で基地局が実施す
る各種処理を図３～図１３に基づいて説明する。なお、以下のＱｏＳ割当処理１～ＱｏＳ
割当処理３では、無線通信端末に高レートのＱｏＳを提供するために、ＱｏＳ要求を受け
た基地局は、ＱｏＳリソースの多い基地局を当該無線通信端末に割り当てようとするが、
基地局のＱｏＳリソースだけで判定しては、電波が届かないなどの理由で、無線通信端末
が割り当てた基地局と通信できないおそれがあるため、「高レートのＱｏＳを割り当て可
能である」、「割り当てる基地局が、無線通信端末が送信した最新のルートアップデート
メッセージに含まれている」、「ＱｏＳ要求を受けた基地局と割り当てる基地局との位置
が近い」等の条件を考慮して、割り当てる候補とする基地局の優先順位を決定している。
【００３０】
［ＱｏＳ割当処理１］
　図３は第１実施形態の移動体通信システムにおいて実施するＱｏＳ割当処理１を示すフ
ローチャートである。このＱｏＳ割当処理１は、無線通信端末からＱｏＳ要求を受けた基
地局において実施する処理である。
　まず、図３のステップＳ１１では、自局において高レートを割当可能であるか否かを判
定し、高レートを割当不可能であればステップＳ１３に進み、高レートを割当可能であれ
ばステップＳ１２に進んで、ＱｏＳを要求した端末に高レートＱｏＳを割り当てる。ステ
ップＳ１３では、他局（周辺基地局）のＱｏＳリソースを検索し、次のステップＳ１４で
は、検索した結果、ＱｏＳを要求した無線通信端末を割り当てる基地局に対して通知を行
う。この通知は、「当該基地局に対してＱｏＳを要求した無線通信端末を割り当てたこと
」を通知する情報を含んでいるものとする。次のステップＳ１５では、ＱｏＳを要求した
無線通信端末にＱｏＳリソースの多い前記検索結果の基地局を割り当てるハンドオフ指示
をする。
【００３１】
　図４は第１実施形態の移動体通信システムにおいて基地局がＱｏＳ割当処理１を行う際
に用いる自局及び周辺基地局ＱｏＳリソース状況テーブルを示す図である。この周辺基地
局ＱｏＳリソース状況テーブルは、自基地局および周辺基地局のＱｏＳリソースの状況（
使用率）を示すものであり、図示例の場合、自基地局のＱｏＳリソースは６０％であり、
基地局α（ＰＮ：１０４）のＱｏＳリソースは８０％であり、基地局β（ＰＮ：１２８）
のＱｏＳリソースは１５％であり、基地局γ（ＰＮ：１４４）のＱｏＳリソースは１５％
である。
【００３２】
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　この自局及び周辺基地局ＱｏＳリソース状況テーブルのＱｏＳリソースデータは、基地
局が、以下の何れかの手段によって更新し、以下の何れかの使用パターンによって使用す
るものとする。
　（手段１）一定時間毎に周辺基地局に問い合わせることによりＱｏＳリソースデータを
更新する。
　（手段２）一定時間毎に周辺基地局から送信されてくるデータを用いてＱｏＳリソース
データを更新する。この場合、自基地局も一定時間毎に周辺基地局にＱｏＳリソースデー
タを通知するものとする。
　（手段３）端末からＱｏＳ設定要求があった際に、ＰＣＦに問い合わせることによりＱ
ｏＳリソースデータを更新する。
　（手段４）端末からＱｏＳ設定要求があった際に、周辺基地局に問い合わせることによ
りＱｏＳリソースデータを更新する。
　（使用パターン１）基地局がＰＣＦからＱｏＳリソースデータを定期的に受信し、周辺
基地局情報記憶部１８０ａに記憶しておき、ＱｏＳリソース割当の判定の際に、記憶して
おいた自局及び周辺基地局ＱｏＳリソース状況テーブルを参照する。
　（使用パターン２）基地局が周辺基地局に定期的に問い合わせて受信、または、周辺基
地局からＱｏＳリソースデータを定期的に受信し、周辺基地局情報記憶部１８０ａに記憶
しておき、ＱｏＳリソース割当の判定の際に、記憶しておいた自局及び周辺基地局ＱｏＳ
リソース状況テーブルを参照する（手段１，手段２）。
　（使用パターン３）ＱｏＳリソース割当の判定の際に、基地局がＰＣＦに問い合わせて
、問い合わせの応答（直接の指示または情報のみ）に基づいてＱｏＳリソースデータを更
新して、自局及び周辺基地局ＱｏＳリソース状況テーブルを参照する、または、ハンドオ
フ指示を出す基地局を判定（選択）する。基地局制御局（ＰＣＦ）は基地局からＱｏＳリ
ソースデータを定期的に受信しておき、記憶部に記憶しておく（手段３）。
　（使用パターン４）ＱｏＳリソース割当の判定の際に、基地局が周辺基地局に問い合わ
せて、問い合わせの応答（情報）に基づいてＱｏＳリソースデータを更新して、自局及び
周辺基地局ＱｏＳリソース状況テーブルを参照する（手段４）。
【００３３】
　基地局は、上記により更新したＱｏＳリソースデータを含む自局及び周辺基地局ＱｏＳ
リソース状況テーブルに基づいて、自局よりも他の基地局の方がＱｏＳリソースの割当に
適している場合は、端末にハンドオフ指示を出す。以下に、具体例を挙げて、基地局によ
るハンドオフ指示を出す基地局の選択動作を説明する。
　（ａ）端末からＱｏＳ設定要求が来たときに、各基地局のＱｏＳリソースが図４の自局
及び周辺基地局ＱｏＳリソース状況テーブルに示す状態であり、当該端末における自基地
局の受信感度が－９５ｄＢｍで、基地局αの受信感度が－８５ｄＢｍで、基地局βの受信
感度が－９０ｄＢｍであった場合には、基地局βにハンドオフ指示を出す。
　（ｂ）端末からＱｏＳ設定要求が来たときに、各基地局のＱｏＳリソースが上記（ａ）
の状態であって、当該端末における自基地局の受信感度が－９５ｄＢｍで、基地局βの受
信感度が－８８ｄＢｍで、基地局γの受信感度が－８５ｄＢｍであった場合には、基地局
γにハンドオフ指示を出す。
　（ｃ）端末からＱｏＳ設定要求が来たときに、各基地局のＱｏＳリソースが上記（ａ）
の状態であって、当該端末における自基地局の受信感度が－９５ｄＢｍで、基地局αの受
信感度が－８５ｄＢｍであった場合には、ハンドオフ指示を出さない。
　つまり、端末における受信感度ではなく、各基地局のＱｏＳリソースを優先的に考慮し
て、ＱｏＳリソースの割当を行っている。
【００３４】
　図５は第１実施形態の移動体通信システムにおいて基地局制御局（ＰＣＦ）がＱｏＳ割
当処理１を行う際に用いる基地局ＱｏＳリソース状況テーブルを示す図である。この基地
局ＱｏＳリソース状況テーブルは、当該ＰＣＦ配下の基地局のＱｏＳリソースの状況（使
用率）を示すものであり、図示例の場合、基地局α（ＰＮ：１０４）のＱｏＳリソースは
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６０％であり、基地局β（ＰＮ：１２８）のＱｏＳリソースは１５％であり、基地局γ（
ＰＮ：１４４）のＱｏＳリソースは７５％であり、基地局κ（ＰＮ：１６８）のＱｏＳリ
ソースは１５％である。
【００３５】
　この基地局ＱｏＳリソース状況テーブルのＱｏＳリソースデータは、ＰＣＦが、以下の
何れかの手段によって更新し、以下の使用パターンによって使用するものとする。
　（手段１）一定時間毎に各基地局に問い合わせることによりＱｏＳリソースデータを更
新する。
　（手段２）一定時間毎に各基地局から送信されてくるデータを用いてＱｏＳリソースデ
ータを更新する。
　（使用パターン）ＱｏＳリソース割当の判定の際に、基地局からＰＣＦへの問い合わせ
の応答（直接の指示または情報のみ）に基づいてＱｏＳリソースを割り当てる基地局を判
定（選択）する。基地局制御局（ＰＣＦ）は基地局からＱｏＳリソースデータを定期的に
受信しておき、記憶部に記憶しておく（手段１，手段２）。
【００３６】
　ＰＣＦは、上記により更新したＱｏＳリソースデータを含む基地局ＱｏＳリソース状況
テーブルに基づいて、ＱｏＳリソースの割当に対して端末のハンドオフが必要な場合は、
管理手段端末にハンドオフ指示を出す。以下に、具体例を挙げて、ＰＣＦによるハンドオ
フ指示を出す基地局の選択動作を説明する。
　（ａ）基地局αから端末のＱｏＳ設定要求が来たときに、各基地局のＱｏＳリソースが
図５の基地局ＱｏＳリソース状況テーブルに示す状態であり、当該端末における基地局α
の受信感度が－８５ｄＢｍで、基地局βの受信感度が－８８ｄＢｍで、基地局κの受信感
度が－８５ｄＢｍであった場合には、基地局βにハンドオフ指示を出す。
　（ｂ）基地局αから端末ＱｏＳ設定要求が来たときに、各基地局のＱｏＳリソースが上
記（ａ）の状態であって、当該端末における基地局αの受信感度が－８５ｄＢｍで、基地
局βの受信感度が－９０ｄＢｍで、基地局γの受信感度が－８５ｄＢｍであった場合には
、基地局κにハンドオフ指示を出す。
　（ｃ）基地局αから端末のＱｏＳ設定要求が来たときに、各基地局のＱｏＳリソースが
上記（ａ）の状態であって、当該端末における基地局αの受信感度が－８５ｄＢｍで、基
地局γの受信感度が－８２ｄＢｍであった場合には、ハンドオフ指示を出さない。
　つまり、端末における受信感度ではなく、各基地局のＱｏＳリソースを優先的に考慮し
て、ＱｏＳリソースの割当を行っている。
【００３７】
　図６は第１実施形態の移動体通信システムにおいて実施するＱｏＳ割当処理１を示すシ
ーケンス図である。無線通信端末（ＡＴ）および基地局（ＡＮα）の間でコネクション確
立がなされた後、無線通信端末（ＡＴ）から基地局（ＡＮα）にアトリビュートアップデ
ート要求メッセージ（AttributeUpdateRequest Msg）（Profile ID= 高レート、低レート
）が送出され、それを受信した基地局（ＡＮα）は、ＱｏＳ割当判定を行う。このＱｏＳ
割当判定では、自局（ＡＮα）は高レートを割当不可能であるため他の基地局の検索を行
い、基地局（ＡＮβ）は高レートを割当可能であるため、トラフィックチャンネル割当メ
ッセージ（TrafficChannelAssignment Msg；以下、ＴＣＡという）でＱｏＳを要求した無
線通信端末に基地局（ＡＮβ）を割り当てる。そして、基地局（ＡＮα）は、トラフィッ
クチャンネル割当メッセージ(TrafficChannelAssignment Msg)（ANβ）を無線通信端末（
ＡＴ）に送出し、それを受けた無線通信端末（ＡＴ）は基地局（ＡＮβ）にトラフィック
チャンネル完了メッセージ（TrafficChannelComplate Msg）を送出し、それを受けた基地
局（ＡＮβ）は無線通信端末（ＡＴ）にトラフィックチャンネル完了メッセージ（Traffi
cChannelComplate Msg）を返送し、それにより無線通信端末（ＡＴ）および基地局（ＡＮ
β）の間でコネクション確立がなされる。その後、基地局（ＡＮβ）は、無線通信端末（
ＡＴ）にアトリビュートアップデート受諾メッセージ（AttributeUpdateAccept Msg ）お
よびアトリビュートアップデート要求メッセージ（AttributeUpdateAccept Msg ）（Prof
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ile ID= 高レート）を無線通信端末に送出し、それを受信した無線通信端末は、アトリビ
ュートアップデート受諾メッセージ（AttributeUpdateAccept Msg ）を基地局（ＡＮβ）
に返送する。以上のメッセージのやり取りによってＱｏＳパラメータの割当が行われ、無
線通信端末（ＡＴ）および基地局（ＡＮβ）の間で高レートでのＱｏＳ確立がなされるこ
とになる。
【００３８】
　以下、ＱｏＳ割当処理１の動作について図６～図９に基づいて説明する。
　例えば図７に示すように、基地局（ＡＮβ）はＱｏＳ通信中の無線通信端末が無いため
ＱｏＳリソースは全て余っている（使用率０％）が、基地局（ＡＮα）はＱｏＳ通信中の
無線通信端末が多数あるためＱｏＳリソースの空きが少ない場合、無線通信端末（ＡＴ）
からのＱｏＳ要求（通信要求）を受信した基地局（ＡＮα）は、図３のステップＳ１１の
ＮＯ－ステップＳ１３－ステップＳ１４－ステップＳ１５を実行することにより、自局の
ＱｏＳリソースが少なくて他の基地局である基地局（ＡＮβ）のＱｏＳリソースに余裕が
あるため、図６のシーケンス図に示すように、ＴＣＡによって基地局（ＡＮβ）を無線通
信端末（ＡＴ）に割り当てる。
　このＴＣＡを受けた無線通信端末（ＡＴ）は、図６のシーケンス図に示すようにして基
地局（ＡＮβ）との間でコネクション確立およびＱｏＳ確立を行い、図８に示すように、
無線通信端末（ＡＴ）は基地局（ＡＮβ）にハンドオフする。
　このハンドオフにより、図９に示すように、基地局（ＡＮβ）は無線通信端末（ＡＴ）
に高レートのＱｏＳを割り当てるので、基地局（ＡＮβ）は高レート割当分のＱｏＳリソ
ースが減少することになる。
　以上の動作の結果、無線通信端末（ＡＴ）には高レートのＱｏＳが割り当てられ、基地
局（ＡＮβ）のＱｏＳリソースが有効利用されることになる。
【００３９】
　上記ＱｏＳ割当処理１によれば、ＱｏＳ要求を受けた基地局（ＡＮα）のＱｏＳリソー
スが足りない場合には、他の基地局のＱｏＳリソースを検索して、ＱｏＳリソースに余裕
のある基地局にＱｏＳを要求した無線通信端末を割り当て、その無線通信端末はＱｏＳリ
ソースに余裕のある基地局である基地局（ＡＮβ）とＱｏＳを確立するため、高レートの
ＱｏＳを確立することができ、基地局（ＡＮβ）のＱｏＳリソースを有効利用することが
できる。
【００４０】
［ＱｏＳ割当処理２］
　図１０は第１実施形態の移動体通信システムにおいて実施するＱｏＳ割当処理２を示す
フローチャートである。このＱｏＳ割当処理２は、無線通信端末からＱｏＳ要求を受けた
基地局において実施する処理であり、上記ＱｏＳ割当処理１で生じる可能性がある以下の
問題の対策を講じたものである。すなわち、上記ＱｏＳ割当処理１ではＱｏＳ要求を受け
た基地局の主導で無線通信端末を他の基地局に割り当てるが、その際に、「無線通信端末
（ＡＴ）が、割り当てられた基地局と通信できない」、「無線通信端末（ＡＴ）に割り当
てられた基地局の電波強度が弱い」という問題が起こり得る。これらの問題に対し、Ｑｏ
Ｓ割当処理２では、「割り当てる基地局の優先順位を考慮する」および「無線通信端末の
ＱｏＳ再要求を受け付ける」という対策を講じている。すなわち、割り当てられた基地局
との通信に問題がある場合、端末は、再度同じ基地局（リソースが不足している基地局）
にＱｏＳ要求を送る動作を行い、ＱｏＳ要求を受けた基地局は、違う基地局にハンドオフ
させた端末から一定時間内（再要求受付タイマーの設定時間内）に再度ＱｏＳ要求が来た
場合、低レート（もしくはＱｏＳ無しで）接続を許可する。このＱｏＳ割当処理２は、既
存のメッセージを用いて実現しているため、変更が容易であるという利点がある。なお、
このＱｏＳ割当処理２は、上記ＱｏＳ割当処理１と同様にして、図４に示す自局及び周辺
基地局ＱｏＳリソース状況テーブルおよび図５に示す基地局ＱｏＳリソース状況テーブル
を用いるものとする。
【００４１】
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　まず、図１０のステップＳ２１では、自局において高レートを割当可能であるか否かを
判定し、高レートを割当不可能であればステップＳ２３に進み、高レートを割当可能であ
ればステップＳ２２に進んで、ＱｏＳを要求した端末に高レートＱｏＳを割り当てる。ス
テップＳ２３では、ＱｏＳを要求した無線通信端末（以下、ＱｏＳ要求端末という）の再
要求受付タイマーの設定時間満了前であるか否かを判定し、ＹＥＳ（設定時間満了前）で
あればステップＳ２４に進み、ＮＯ（設定時間満了）であればステップＳ２８に進む。ス
テップＳ２４では、他局（周辺基地局）のＱｏＳリソースを検索し、次のステップＳ２５
では、検索した結果、ＱｏＳを要求した無線通信端末を割り当てる基地局に対して通知を
行う。この通知は、「当該基地局に対してＱｏＳを要求した無線通信端末を割り当てたこ
と」を通知する情報を含んでいるものとする。次のステップＳ２６では、ＱｏＳを要求し
た無線通信端末にＱｏＳリソースの多い前記検索結果の基地局を割り当てるハンドオフ指
示をする。次のステップＳ２７では、ＱｏＳ要求端末の再要求受付タイマーの動作を開始
する。
　上記ステップＳ２３の判定がＮＯの場合に進むステップＳ２８では、自局において低レ
ートを割当可能であるか否かを判定し、低レートを割当可能であればステップＳ２９に進
んでＱｏＳを要求した端末に低レートＱｏＳを割り当て、低レートを割当不可能であれば
ステップＳ３０に進んで、ＱｏＳを要求した端末にＱｏＳ拒否を通知する。
【００４２】
　図１１は第１実施形態の移動体通信システムにおいて実施するＱｏＳ割当処理２を示す
シーケンス図である。無線通信端末（ＡＴ）および基地局（ＡＮα）の間でコネクション
確立がなされた後、無線通信端末（ＡＴ）から基地局（ＡＮα）にアトリビュートアップ
デート要求メッセージ（AttributeUpdateRequest Msg）（Profile ID= 高レート、低レー
ト）が送出され、それを受信した基地局（ＡＮα）は、ＱｏＳ割当判定を行う。このＱｏ
Ｓ割当判定では、自局（ＡＮα）は高レートを割当不可能であるため他の基地局の検索を
行い、基地局（ＡＮβ）は高レートを割当可能であるため、トラフィックチャンネル割当
メッセージ（ＴＣＡ）でＱｏＳを要求した無線通信端末に基地局（ＡＮβ）を割り当てる
。また、このとき、基地局（ＡＮα）の再要求受付タイマーが動作を開始する。そして、
基地局（ＡＮα）はトラフィックチャンネル割当メッセージ（TrafficChannelAssignment
 Msg）（ANβ）を無線通信端末（ＡＴ）に送出し、それを受けた無線通信端末（ＡＴ）は
基地局（ＡＮβ）にトラフィックチャンネル完了メッセージ（TrafficChannelComplate M
sg）を送出する。
【００４３】
　このとき、基地局（ＡＮβ）の電波強度が弱いという理由により上記トラフィックチャ
ンネル完了メッセージ（TrafficChannelComplate Msg）が基地局（ＡＮβ）に到達しない
場合には、無線通信端末（ＡＴ）および基地局（ＡＮβ）の間でコネクションが確立され
ず、かつ、無線通信端末（ＡＴ）および基地局（ＡＮα）の間のコネクションが切断され
た状態になることがある。この状態になった場合、無線通信端末（ＡＴ）は基地局（ＡＮ
α）に対して再要求を開始し、コネクション要求メッセージ（ConnectionRequest Msg ）
を基地局（ＡＮα）に送出する。このコネクション要求メッセージ（ConnectionRequest 
Msg ）を受けると、基地局（ＡＮα）はトラフィックチャンネル割当メッセージ（Traffi
cChannelAssignment Msg）（ANα）を無線通信端末（ＡＴ）に送出し、それにより無線通
信端末（ＡＴ）および基地局（ＡＮα）の間でコネクション確立がなされる。
　その後、無線通信端末（ＡＴ）から基地局（ＡＮα）にアトリビュートアップデート要
求メッセージ（AttributeUpdateRequest Msg）（Profile ID= 高レート、低レート）が送
出され、それを受信した基地局（ＡＮα）は、ＱｏＳ割当判定を行う。このＱｏＳ割当判
定では、自局（ＡＮα）は高レートを割当不可能であるが、再要求受付タイマーの設定時
間の満了前であれば、低レートを割当可能であるため、ＱｏＳを要求した無線通信端末（
ＡＴ）に低レートのＱｏＳを割り当てる。そして、基地局（ＡＮα）は、無線通信端末（
ＡＴ）にアトリビュートアップデート受諾メッセージ（AttributeUpdateAccept Msg ）お
よびアトリビュートアップデート要求メッセージ（AttributeUpdateAccept Msg ）（Prof
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ile ID= 低レート）を送出し、それを受信した無線通信端末（ＡＴ）は、アトリビュート
アップデート受諾メッセージ（AttributeUpdateAccept Msg ）を基地局（ＡＮα）に返送
する。以上のメッセージのやり取りによってＱｏＳパラメータの割当が再び行われ、無線
通信端末（ＡＴ）および基地局（ＡＮβ）の間で低レートでのＱｏＳ確立がなされること
になる。
【００４４】
　上記ＱｏＳ割当処理２によれば、ＱｏＳ要求を受けた基地局（ＡＮα）のＱｏＳリソー
スが足りないためＱｏＳリソースに余裕のある基地局（ＡＮβ）にＱｏＳを要求した無線
通信端末を割り当てたときに、ＱｏＳリソースに余裕のある基地局（ＡＮβ）とＱｏＳを
要求した無線通信端末との間でコネクションが確立できなかった場合には、無線通信端末
（ＡＴ）が基地局（ＡＮα）に送出した再要求に応じて、基地局（ＡＮα）とＱｏＳを要
求した無線通信端末との間で低レートのＱｏＳを確立してＱｏＳ通信を行うことができる
ようになる。
【００４５】
［ＱｏＳ割当処理３］
　図１２は第１実施形態の移動体通信システムにおいて実施するＱｏＳ割当処理３を示す
フローチャートである。このＱｏＳ割当処理３は、無線通信端末からＱｏＳ要求を受けた
基地局において実施する処理であり、上記ＱｏＳ割当処理１で生じる可能性がある以下の
問題の対策を講じたものである。すなわち、上記ＱｏＳ割当処理１ではＱｏＳ要求を受け
た基地局の主導で無線通信端末を他の基地局に割り当てるが、その際に、「無線通信端末
（ＡＴ）が、割り当てられた基地局と通信できない」、「無線通信端末（ＡＴ）に割り当
てられた基地局の電波強度が弱い」という問題が起こり得る。これらの問題に対し、Ｑｏ
Ｓ割当処理３では、「割り当てる基地局の優先順位を考慮する」および「無線通信端末の
ＱｏＳ再要求を受け付ける」という対策を講じている。すなわち、割り当てられた基地局
との通信に問題がある場合、端末は、再度同じ基地局（リソースが不足している基地局）
にＱｏＳ要求を送る動作を行い、ＱｏＳ要求を受けた基地局は、違う基地局にハンドオフ
させた端末から一定時間内（再要求受付タイマーの設定時間内）に再度ＱｏＳ要求が来た
場合、低レート（もしくはＱｏＳ無しで）接続を許可する。このＱｏＳ割当処理３は、上
記ＱｏＳ割当処理２のように既存のメッセージを用いて実現する場合にはコネクションが
切断されるため、コネクションの再確立からやり直す必要があることを考慮して、基地局
からのＴＣＡメッセージを変更するようにしているため、コネクション再確立が必要ない
のでＱｏＳ確立までの時間を短縮できるという利点がある。なお、このＱｏＳ割当処理３
は、上記ＱｏＳ割当処理１と同様にして、図４に示す自局及び周辺基地局ＱｏＳリソース
状況テーブルおよび図５に示す基地局ＱｏＳリソース状況テーブルを用いるものとする。
【００４６】
　まず、図１２のステップＳ３１では、自局において高レートを割当可能であるか否かを
判定し、高レートを割当不可能であればステップＳ３３に進み、高レートを割当可能であ
ればステップＳ３２に進んで、ＱｏＳを要求した端末に高レートＱｏＳを割り当てる。ス
テップＳ３３では、ＱｏＳを要求した無線通信端末（以下、ＱｏＳ要求端末という）の再
要求受付タイマーの設定時間満了前であるか否かを判定し、ＹＥＳ（設定時間満了前）で
あればステップＳ３４に進み、ＮＯ（設定時間満了）であればステップＳ３８に進む。ス
テップＳ３４では、他局（周辺基地局）のＱｏＳリソースを検索し、次のステップＳ３５
では、検索した結果、ＱｏＳを要求した無線通信端末を割り当てる基地局に対して通知を
行う。この通知は、「当該基地局に対してＱｏＳを要求した無線通信端末を割り当てたこ
と」を通知する情報を含んでいるものとする。次のステップＳ３６では、ＱｏＳを要求し
た無線通信端末にＱｏＳリソースの多い前記検索結果の基地局を割り当てるハンドオフ指
示をする。次のステップＳ３７では、ＱｏＳ要求端末の再要求受付タイマーの動作を開始
する。
　上記ステップＳ３３の判定がＮＯの場合に進むステップＳ３８では、自局において低レ
ートを割当可能であるか否かを判定し、低レートを割当可能であればステップＳ３９に進
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んでＱｏＳを要求した端末に低レートＱｏＳを割り当て、低レートを割当不可能であれば
ステップＳ４０に進んで、ＱｏＳを要求した端末にＱｏＳ拒否を通知する。
【００４７】
　図１３は第１実施形態の移動体通信システムにおいて実施するＱｏＳ割当処理３を示す
シーケンス図である。無線通信端末（ＡＴ）および基地局（ＡＮα）の間でコネクション
確立がなされた後、無線通信端末（ＡＴ）から基地局（ＡＮα）にアトリビュートアップ
デート要求メッセージ（AttributeUpdateRequest Msg）（Profile ID= 高レート、低レー
ト）が送出され、それを受信した基地局（ＡＮα）は、ＱｏＳ割当判定を行う。このＱｏ
Ｓ割当判定では、自局（ＡＮα）は高レートを割当不可能であるため他の基地局の検索を
行い、基地局（ＡＮβ）は高レートを割当可能であるため、トラフィックチャンネル割当
メッセージ（ＴＣＡ）でＱｏＳを要求した無線通信端末に基地局（ＡＮβ）を割り当てる
。また、このとき、基地局（ＡＮα）の再要求受付タイマーが動作を開始する。そして、
基地局（ＡＮα）はトラフィックチャンネル割当メッセージ（TrafficChannelAssignment
 Msg）（ANβ，Return＝OK）を無線通信端末（ＡＴ）に送出し、それを受けた無線通信端
末（ＡＴ）は基地局（ＡＮβ）にトラフィックチャンネル完了メッセージ（TrafficChann
elComplate Msg）を送出する。このように、トラフィックチャンネル割当メッセージ（Tr
afficChannelAssignment Msg）に、「Return＝OK」であれば、無線通信端末が割り当てら
れた基地局と通信不可能である場合には現在の基地局に戻ることができる「Return」フィ
ールドを追加したため、ハンドオフ元の基地局がハンドオフ先の基地局からハンドオフ成
功の通知（基地局からのＴＣＣまで正常に終了）があるまでコネクションを保持しておく
ことにより、端末は「Return＝OK」であれば、ハンドオフ失敗時にハンドオフ元の基地局
に対してＱｏＳ要求を再度行うことができる。
【００４８】
　上記トラフィックチャンネル完了メッセージ（TrafficChannelComplate Msg）の送出時
に、基地局（ＡＮβ）の電波強度が弱いという理由により上記トラフィックチャンネル完
了メッセージ（TrafficChannelComplate Msg）が基地局（ＡＮβ）に到達しない場合には
、無線通信端末（ＡＴ）および基地局（ＡＮβ）の間でコネクションが確立されず、かつ
、無線通信端末（ＡＴ）および基地局（ＡＮα）の間のコネクションがある状態になるこ
とがある。この状態になった場合、無線通信端末（ＡＴ）は基地局（ＡＮα）に対して再
要求を開始し、アトリビュートアップデート要求メッセージ（AttributeUpdateRequest M
sg）（Profile ID= 高レート、低レート）を基地局（ＡＮα）に送出する。このアトリビ
ュートアップデート要求メッセージ（AttributeUpdateRequest Msg）（Profile ID= 高レ
ート、低レート）を受けると、基地局（ＡＮα）はＱｏＳ割当判定を再び行う。このＱｏ
Ｓ割当判定では、自局（ＡＮα）は高レートを割当不可能であるが、再要求受付タイマー
の設定時間の満了前であれば、低レートを割当可能であるため、ＱｏＳを要求した無線通
信端末（ＡＴ）に低レートのＱｏＳを割り当てる。そして、基地局（ＡＮα）は、無線通
信端末（ＡＴ）にアトリビュートアップデート受諾メッセージ（AttributeUpdateAccept 
Msg ）およびアトリビュートアップデート要求メッセージ（AttributeUpdateAccept Msg 
）（Profile ID= 低レート）を送出し、それを受信した無線通信端末（ＡＴ）は、アトリ
ビュートアップデート受諾メッセージ（AttributeUpdateAccept Msg ）を基地局（ＡＮα
）に返送する。以上の４つのメッセージのやり取りによってＱｏＳパラメータの割当が再
び行われ、無線通信端末（ＡＴ）および基地局（ＡＮβ）の間で低レートでのＱｏＳ確立
がなされることになる。
【００４９】
　上記ＱｏＳ割当処理３によれば、ＱｏＳ要求を受けた基地局（ＡＮα）のＱｏＳリソー
スが足りないためＱｏＳリソースに余裕のある基地局（ＡＮβ）にＱｏＳを要求した無線
通信端末を割り当てたときに、ＱｏＳリソースに余裕のある基地局（ＡＮβ）とＱｏＳを
要求した無線通信端末との間でコネクションが確立できなかった場合には、無線通信端末
（ＡＴ）が基地局（ＡＮα）に送出した再要求に応じて、基地局（ＡＮα）とＱｏＳを要
求した無線通信端末との間で低レートのＱｏＳを確立してＱｏＳ通信を行うことができる
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ようになる。
【００５０】
　本実施形態の移動体通信システムにおいて実施するＱｏＳ割当処理１，ＱｏＳ割当処理
２，ＱｏＳ割当処理３によれば、ＱｏＳ要求を受信した基地局が自局および他局のＱｏＳ
リソースを考慮して、ＱｏＳを要求した無線通信端末に適切な基地局を割り当てるので、
無線通信端末に高レートのＱｏＳを保証して高レートのＱｏＳを確立させることができる
とともに、ＱｏＳリソースを有効利用するようにした通信制御装置（基地局および基地局
制御局）、無線通信端末および通信制御方法を提供することができる。また、ＱｏＳ要求
を受信した基地局が無線通信端末を他の基地局に割り当てるようにしたので、移動体通信
システム（ネットワーク）全体のＱｏＳ端末の収容台数を増やすことができる。
　さらに、本実施形態の移動体通信システムにおいて実施するＱｏＳ割当処理１、ＱｏＳ
割当処理２によれば、既存のメッセージを利用するだけでよいので、メッセージの変更や
新規作成は不要になる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の第１実施形態の移動体通信システムに用いる基地局１００の構成を例示
するブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態の移動体通信システムに用いる無線通信端末２００の構成
を示すブロック図である。
【図３】第１実施形態の移動体通信システムにおいて実施するＱｏＳ割当処理１を示すフ
ローチャートである。
【図４】第１実施形態の移動体通信システムにおいて基地局がＱｏＳ割当処理１を行う際
に用いる周辺基地局ＱｏＳリソース状況テーブルを示す図である。
【図５】第１実施形態の移動体通信システムにおいて基地局制御局（ＰＣＦ）がＱｏＳ割
当処理１を行う際に用いる基地局ＱｏＳリソース状況テーブルを示す図である。
【図６】第１実施形態の移動体通信システムにおいて実施するＱｏＳ割当処理１を示すシ
ーケンス図である。
【図７】第１実施形態の移動体通信システムにおけるＱｏＳ割当処理１の動作を説明する
ための図である。
【図８】第１実施形態の移動体通信システムにおけるＱｏＳ割当処理１の動作を説明する
ための図である。
【図９】第１実施形態の移動体通信システムにおけるＱｏＳ割当処理１の動作を説明する
ための図である。
【図１０】第１実施形態の移動体通信システムにおいて実施するＱｏＳ割当処理２を示す
フローチャートである。
【図１１】第１実施形態の移動体通信システムにおいて実施するＱｏＳ割当処理２を示す
シーケンス図である。
【図１２】第１実施形態の移動体通信システムにおいて実施するＱｏＳ割当処理３を示す
フローチャートである。
【図１３】第１実施形態の移動体通信システムにおいて実施するＱｏＳ割当処理３を示す
シーケンス図である。
【図１４】（ａ）～（ｃ）は、例として、移動体通信システムにおけるＱｏＳ割当処理の
動作を説明するための図である。
【図１５】例として、移動体通信システムにおけるＱｏＳ割当処理の動作を説明するため
のシーケンス図である。
【図１６】（ａ），（ｂ）は例示した移動体通信システムの問題点を説明するための図で
ある。
【図１７】例示した移動体通信システムの問題点を説明するための図である。
【図１８】例示した移動体通信システムの問題点を説明するためのシーケンス図である。
【符号の説明】
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【００５２】
　１００　基地局
　１１０　アンテナ
　１３０　ＥＶ－ＤＯ用ＲＦ部
　１４０　ＲＦ制御部
　１４０ａ　受信部
　１４０ｂ　送信部
　１５０　システム制御部
　１５０ａ　ＱｏＳリソース割当部
　１５０ｂ　ＱｏＳリソース管理部
　１５０ｃ　ハンドオフ制御部
　１６０　入力部
　１７０　表示部
　１８０　システム記憶部
　１８０ａ　周辺基地局情報記憶部
　１８０ｂ　基地局ＱｏＳリソース情報記憶部
　２００　無線通信端末
　２１０　アンテナ
　２３０　ＥＶ－ＤＯ用ＲＦ部
　２４０　ＲＦ制御部２４０
　２４０ａ　受信部
　２４０ｂ　送信部
　２５０　システム制御部
　２５０ａ　ＱｏＳ設定要求部
　２５０ｂ　ハンドオフ制御部
　２５０ｃ　ＱｏＳ再設定要求部
　２６０　入力部
　２７０　表示部
　２８０　システム記憶部
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